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記記載事項に関する注意

1 記載内容は、平成28年度政府予算案の内容を取りまとめたものであり、内容に変

更が生じることがあります。 

2 予算額の欄の「28 年度予算案額」及び「27 年度予算額」の単位は「億円」です。

それぞれの額については、端数を四捨五入等している関係で、実際の予算案額と

は完全に一致しない場合があります。 

3 「NPO 等による申請先」については、継続事業については昨年度の申請先が記載さ

れている場合があります。また、新規や拡充された事業の場合は、申請先が未定

であるため、「-」となっている事業があります。

4 「本事業の対象地域・対象者等」については、現時点で想定される地域・対象者

です。

5 「分類別索引」の分類名には、それぞれ次のような事業が含まれています。また、

複数の分類にまたがるものについては重複を排除していません。  

分類 内容 

まちづくり 
まちづくり計画、復興計画の策定・提言、復興のための

環境整備に関する活動

雇用支援・産業支援 
就業支援、起業支援、産業の創出や地域経済の活性化に

関するもの

医療・健康相談 健康管理・健康増進や心のケアなどに関するもの

生活支援 

孤立防止や地域の人が集まるスペース・場づくり、様々

な人との交流や情報交換を行うための場の提供に関する

もの

教育・子育て 
児童・生徒の教育、子育て、復興に関する人材育成に関

するもの

情報発信 被災者等へのさまざまな情報提供に関するもの

山村・漁村等保全 
山林の景観保全、山林の災害対策、漁村の環境保全に関

するもの

その他 
事業の制度や目的により、上記のいずれにも該当しない

もの



復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名
NPO等の「絆力（きずなりょく）」を活かした復興・被災者支援事

業

担当府省名
復興庁

（内閣府）

担当部署・連絡先

予算会計班

（内閣府政策統括官（経済社

会システム担当））
03-6257-1514

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
岩手県、宮城県、福島県の NPO担当部局

予算額

（億円）

28年度

予算案額
2.0

27年度

予算額
－

本事業の対象地域・

対象者等
被災地等において復興・被災者支援に取り組む NPO等

NPO等による申請先 岩手県、宮城県、福島県の NPO担当部局

分類 その他 事業の実施期間 28年度

事業の概要 復興・被災者支援を図っていくため、NPO等が被災者と被災者、

被災者と行政、被災者と支援者等を結びつける「絆力（きずなりょ

く）」を活かして復興・被災者支援を行う取組※１や、復興・被災者支

援を行う NPO 等の絆力を強化するための取組※２に対して支援を行

う。

※１ 被災者の心のケア、健康・生活支援に向けた取組、コミュ

ニティ形成支援等の復興に向けた取組、原子力災害からの復

興に向けた取組、中間支援の取組

※２ 復興・被災者支援を行う NPO 等が支援者等と結びつくた

めのマッチング・交流等（各県が実施）

その他 本事業は、27 年度まで実施していた「NPO 等の運営力強化を通

じた復興支援事業」を「平成 28 年度以降の復旧・復興事業につい

て」（27 年６月復興推進会議決定）等に沿って新たに再構築したも

の。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 原子力災害対応雇用支援事業（仮称）

担当府省名
復興庁

（厚生労働省）

担当部署・連絡先
予算会計班

(職業安定局雇用開発部地域雇用対策室) 

03-5545-7370

（03-3593-2580）

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
福島県雇用労政課（024-521-7290）

予算額

（億円）

28年度
予算案額

42
27年度
予算額

本事業の対象地域・

対象者等

実施地域：福島県全域

対 象 者：福島県被災求職者

NPO等による申請先 福島県又は県内各市町村

分類 ○雇用支援・産業支援 事業の実施期間

平成 29年度末まで
※ただし、平成 28 年度
中の事業開始が必要

事業の概要 原子力災害の影響を受けた被災者等の一時的な雇用の確保、生活の安

定を図るため、民間企業・NPO等への委託により雇用を創出する。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 緊急スクールカウンセラー等活用事業

担当府省名
復興庁

（文部科学省）

担当部署・連絡先
予算会計班

（初等中等教育局児童生徒課）

03-5545-7370
（03-6734-3299）

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
文部科学省初等中等教育局児童生徒課（03-6734-3299）

予算額

（億円）

28年度

予算案額
27

27年度

予算額

本事業の対象地域・

対象者等
被災地及び被災した幼児児童生徒が避難している地域

NPO等による申請先 当該事業の補助を受ける自治体

分類
○医療・健康相談 

○教育・子育て
事業の実施期間

事業の概要 被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアや、教職員・保護者等へ

の助言・援助、学校教育活動の復興支援、福祉関係機関との連絡調整

等様々な課題に対応するため、スクールカウンセラー等を活用する経

費を全額国庫補助で支援する。（NPO等民間事業者については、被災
自治体との連携強化の観点から、被災自治体からの再委託という形で

事業を実施することとする。）

5



緊緊急スクールカウンセラー等等活用事業

・スクールカウンセラーの活用
臨床心理士、精神科医 等

・スクールカウンセラーに準ずる者の活用
相談業務経験者、教育・福祉分野の専門的知識を有する者 等

・心のケアに資するためのソーシャルワーク、学習支援

平成２８年度予算額（案） ２７億円（新規）
【東日本大震災復興特別会計】

被災地域等

児童生 徒 等

保 護 者

心のケア・助言・援助等
及び

新たな課題への対応

○被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアや、教職員・保護者等への
助言・援助、学校教育活動の復興支援、福祉関係機関との連携調整等様々
な課題に対応するため、スクールカウンセラー等を活用する経費を全額国庫
補助で支援する。

※平成２３～２７年度は、全額国費の委託費として実施。平成２８年度は、従来の委託費の方式を改め、新
たに全額国庫補助の事業を創設するとともに、スクールカウンセラー等を学校等で活用するなど、被災した
幼児児童生徒や教職員の心のケアに資する取組を中心とした事業とする。

地 域関 係 機 関

教 職 員

6



復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名
被災者支援総合交付金

（被災者支援総合事業）

担当府省名 復興庁

担当部署・連絡先 被災者支援班 03-5545-7481

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
復興庁被災者支援班

予算額

（億円）

28年度

予算案額
220の内数

27年度

予算額

本事業の対象地域・

対象者等
実施主体（県、市町村、NPO 等）

NPO等による申請先

分類 ○生活支援 事業の実施期間

事業の概要 復興の進展に伴い、自治体が直面する被災者支援の重要課題（住宅・

生活再建支援、コミュニティ形成支援、「心の復興」、被災者生活支援、

被災者支援コーディネート、県外避難者相談支援など）への対応を支

援。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名
被災者支援総合交付金

（被災者見守り・相談事業）

担当府省名
復興庁

（厚生労働省）

担当部署・連絡先
被災者支援班

（社会・援護局地域福祉課）

03-5545-7481
（03-5253-1111(内 2859)）

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
厚生労働省地域福祉課、都道府県又は市町村

予算額

（億円）

28年度

予算案額
220の内数

27年度

予算額
59の内数

本事業の対象地域・

対象者等
岩手県、宮城県、福島県

NPO等による申請先 県又は市町村

分類
○まちづくり 

○生活支援
事業の実施期間

事業の概要 相談員による見守り・相談支援、寄り添い型相談支援（電話相談）な

ど、被災者の日常的な見守り・相談活動への支援を実施。

9
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名
被災者支援総合交付金

（仮設住宅サポート拠点運営事業）

担当府省名
復興庁

（厚生労働省）

担当部署・連絡先
被災者支援班

（老健局振興課）

03-5545-7481
（03-3595-2889）

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
被災地の復興支援を担当する部署

予算額

（億円）

28年度

予算案額
220の内数

27年度

予算額
18

本事業の対象地域・

対象者等

被災地

※対象者：被災した高齢者等のうち、援護を要する者

NPO等による申請先 県または市町村

分類
○医療・健康相談 

○生活支援 
事業の実施期間

事業の概要 応急仮設住宅などに入居する高齢者などの日常生活を支えるため、総

合相談支援や地域交流などの機能を有する「サポート拠点」の運営な

どに必要な経費について支援する。

11
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名
被災者支援総合交付金

（被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業）

担当府省名
復興庁

（厚生労働省）

担当部署・連絡先
被災者支援班

（雇用均等・児童家庭局総務課）

03-5545-7481

（03-5253-1111(内 7830／

7824)）

NPO等による相談・
申請の際の連絡先

県又は市町村の「被災した子どもの健康・生活対策等総合支

援事業」を担当する部署

予算額

（億円）

28年度

予算案額
220の内数

27年度

予算額
59の内数

本事業の対象地域・

対象者等

県又は市町村

※各事業毎に異なる

NPO等による申請先 県又は市町村

※各事業毎に異なる

分類

○医療・健康相談 

○生活支援 

○教育・子育て 

事業の実施期間

事業の概要 様々な形で被災の影響を受けている子どもに対する支援を実施する

ため、以下の取組に要する経費を補助。

（１）子ども健やか訪問事業  
（２）仮設住宅に住む子どもが安心して過ごすことができる環境づく

り事業

（３）遊具の設置や子育てイベントの開催

（４）親を亡くした子ども等への相談・援助事業

13
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名
被災者支援総合交付金

（福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業）

担当府省名
復興庁

（文部科学省）

担当部署・連絡先
被災者支援班

（生涯学習政策局青少年教育課）

03-5545-7370
（03-6734-2056）

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
福島県教育庁社会教育課（024-522-3090）

予算額

（億円）

28年度

予算案額
220の内数

27年度

予算額
59の内数

本事業の対象地域・

対象者等
福島県内の幼児・児童生徒（小中学生）

NPO等による申請先 福島県

分類 ○教育・子育て 事業の実施期間

事業の概要 福島県内の子供を対象として、学校や社会教育団体等が実施する自然

体験活動や県外の子供たちとの交流活動を支援する。

15
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復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援 
 

事業名 復興支援員 

担当府省名 総務省 

担当部署・連絡先 
地域力創造グループ 

地域自立応援課 
03-5253-5394 

NPO等による相談・ 

申請の際の連絡先 

○岩手県地域振興室（019-629-5194） 

○宮城県地域復興支援課（022-211-2424） 

○福島県企画調整部地域振興課（024-521-7114/7118） 

予算額 

（億円） 

28年度 

予算案額 

震災復興特別

交付税により

措置 

27年度 

予算額 

震災復興特別

交付税により

措置 

 

本事業の対象地域・

対象者等 

東日本財特法に定める「特定被災地方公共団体」又は、「特定

被災区域」を区域とする地方公共団体（9県・227市町村） 

NPO等による申請先 
東日本財特法に定める「特定被災地方公共団体」又は、「特定

被災区域」を区域とする地方公共団体（9県・227市町村） 

分類 

○まちづくり 

○雇用支援・産業支援 

○生活支援 

事業の実施期間  

事業の概要 被災地方公共団体が「復興支援員」を配置し、被災者の見守りやケア、

地域おこし活動の支援等の「復興に伴う地域協力活動」を通じ、コミ

ュニティ再構築を図る。総務省は、「復興支援員」を配置する被災地

方公共団体に対し、震災復興特別交付税により、設置に係る費用を財

政措置する。（復興支援員の募集・選考や活動のサポートの事務を被

災地方公共団体が NPO等民間事業者に委託する場合の委託費につい

いても財政措置の対象とするものであるが、NPO 等民間事業者の活

動支援を行うものではないことに留意。） 
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「
復
興
支
援
員
」
制
度
に
つ
い
て

○
目
的
：
被
災
者
の
見
守
り
や
ケ
ア
、
地
域
お
こ
し
活
動
の
支
援
等
の
「復
興
に
伴
う
地
域
協
力
活
動
」
を
通
じ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
構
築
を
図
る

○
実 実
施
主
体
：
被
災
地
方
公
共
団
体
※
東
日
本
財
特
法
に
定
め
る
「
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
」
又
は
、
「
特
定
被
災
区
域
」
を
区
域
と
す
る
市
町
村
（
9
県
・
22
7市
町
村
）

○
設設
置
根
拠
等
：
被
災
地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
復
興
計
画
や
そ
れ
に
基
づ
く
要
綱
等
を
根
拠
と
し
、
被
災
地
域
内
外
の
人
材
を
委
嘱

○
期 期
間
：
概
ね
１
年
以
上
最
長
５
年

○
総 総
務
省
の
支
援

①
復
興
支
援
員
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
震
災
復
興
特
別
交
付
税
措
置
（
2
0
1
1年
度
～
）

⇒
 支
援
員
１
人
に
つ
き
、
報
酬
等
（
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
額
）
※
＋
活
動
費
（
必
要
額
）を
措
置

②
そ
の
他
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
、
募
集
や
研
修
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
情
報
提
供
の
面
で
地
方
公
共
団
体
を
サ
ポ
ー
ト

※
参
考
：
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
報
酬
等

2,
00

0千
円
を
上
限
に
特
別
交
付
税
措
置

○
目

や
ケ

目
的
：
被
災
者
の
見
守
り

目
的
被
災
者
の
見
守
り

制
度
の
概
要

団
体
名

人
数

活
動
内
容
等

岩
手
県
（
県
事
業
）

31
名

被
災
地
の
観
光
再
生
に
係
る
観
光
推
進
業
務
に
従
事
。

岩
手
県
大
船
渡
市

93
名

仮
設
住
宅
団
地
管
理
等
の
行
政
事
務
サ
ポ
ー
ト
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
支
援
に
従
事
。

岩
手
県
北
上
市

1名
県
内
の
農
林
水
産
物
の
販
路
拡
大
の
た
め
、

PR
活
動
に
従
事
。

岩
手
県
釜
石
市

15
名

仮
設
住
宅
の
見
守
り
や
、
水
産
業
の
６
次
化
推
進
活
動
に
従
事
。

岩
手
県
大
槌
町

86
名

応
急
仮
設
住
宅
住
民
の
見
守
り
支
援
、
団
地
内
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
活
動
に
従
事
。

岩
手
県
山
田
町

4名
観
光
の
復
興
、
交
流
人
口
拡
大
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
活
動
に
従
事
。

宮
城
県
（
県
事
業
）

67
名

地
域
の
歴
史
の
伝
承
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ケ
ア
活
動
に
従
事
。

宮
城
県
石
巻
市

6名
６
次
産
業
化
・
地
産
地
消
、
産
業
振
興
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
支
援
に
従
事
。

宮
城
県
気
仙
沼
市

28
名

自
治
組
織
の
維
持
・
活
性
化
に
つ
な
が
る
業
務
に
従
事
。

宮
城
県
多
賀
城
市

2名
地
域
課
題
、
資
源
を
掘
り
起
こ
す
活
動
に
従
事
。

宮
城
県
東
松
島
市

4名
仮
設
住
宅
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
運
営
支
援
活
動
に
従
事
。

宮
城
県
丸
森
町

2名
地
域
の
魅
力
の
発
信
や
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
、
環
境
美
化
活
動
に
従
事
。

福
島
県
（
県
事
業
）

41
名

被
災
者
の
生
活
支
援
等
に
従
事
。

福
島
県
相
馬
市

2名
観
光
イ
ベ
ン
ト
を
中
心
と
し
た
地
域
お
こ
し
活
動
に
従
事
。

福
島
県
田
村
市

9名
高
齢
者
の
家
に
定
期
訪
問
や
、
地
域
事
業
の
再
開
を
支
援
す
る
活
動
に
従
事
。

福
島
県
伊
達
市

1名
観
光
施
設
の
企
画
立
案
業
務
に
従
事

福
島
県
富
岡
町

4名
県
外
避
難
者
の
支
援
、
交
流
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
等
に
従
事

福
島
県
大
熊
町

13
名

県
外
避
難
者
の
支
援
、
町
民
主
体
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
運
営
支
援
等
に
従
事

福
島
県
双
葉
町

10
名

ニ
ー
ズ
を
知
る
た
め
に
聞
き
取
り
調
査
活
動
に
従
事
。

福
島
県
浪
江
町

30
名

避
難
者
の
家
に
個
別
訪
問
や
、
地
域
の
情
報
を
発
信
す
る
活
動
に
従
事
。

長
野
県
栄
村

3名
生
活
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
の
た
め
の
体
制
づ
く
り
に
従
事
。

2
1
団
体
（
３
県
、
1
8
市
町
）
に
お
い
て

計
4
5
2
名
が
活
動

（
平
成
2
6
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
基
礎
調
査
）
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名
仮設住宅の再編等に係る子供の学習支援によるコミュニティ復興支

援事業

担当府省名
復興庁

（文部科学省）

担当部署・連絡先
予算会計班

(生涯学習政策局社会教育課) 
03-5545-7370
（03-5253-4111(内 3286)）

NPO等による相談・

申請の際の連絡先

○岩手県所在の申請者

 復興庁岩手復興局(019-654-6609）

○宮城県所在の申請者

 復興庁宮城復興局（022-266-2250）
○福島県所在の申請者

 復興庁福島復興局（024-522-8513）

予算額

（億円）

28年度

予算案額
8 

27年度

予算額
11

本事業の対象地域・

対象者等

被災 3県（岩手県、宮城県、福島県）で仮設住宅がある地方
公共団体

NPO等による申請先 県または市町村

分類
○生活支援 

○教育・子育て
事業の実施期間

事業の概要 震災の影響で学習環境が好転していない地域の子供を中心に、地域と

学校の連携・協働による学習支援等を実施することにより、子どもの

学習環境の好転やコミュニティの復興促進を図る。

その他 H23～27実施の「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事

業」から名称変更

19



検
証

仮
設
住
宅
のの
再
編
等
に
係
る
子
供
の
学
習
支
援
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
復
興
支
援
事
業

学
習
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（
PT

A関
係
者
、
自
治
会
関
係
者
、

教
員

O
B、

N
PO
等
）

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

放
課
後
や
週
末
等
の
児
童
・生
徒

の
学
習
支
援
等

【
支
援
対
象
と
な
る
学
習
活
動
の
例
】

・
宿
題
の
補
助
、
テ
ス
ト
対
策
等
を
含
む
教
科
指
導
等
の
実
施

・
地
域
の
特
色
を
取
り
入
れ
た
学
習
活
動
や
ス
ポ
ー
ツ
活
動
等
を

展
開
も
可
能

・
地
域
住
民
の
学
習
指
導
者
等
だ
け
で
は
な
く
、

N
P

O
団
体
や

大
学
等
と
連
携
し
な
が
ら
学
習
活
動
を
行
う
こ
と
も
可
能

震
災
の
影
響
で
学
習
環
境
が
好
転
し
て
い
な
い
地
域
の
子
供
を
中
心
に
、
地
域
と
学
校
の
連
携
・
協
働
に
よ
る
学
習

支
援
等
を
実
施
し
、
子
供
の
学
習
環
境
の
好
転
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
復
興
促
進
を
図
る
。

地
域
住
民
等

子
供
へ
の
学
習
支
援
活
動
は
、
そ
れ
を
支
援
す
る
地
域
の
大
人
の
学
び
の
場
に
も
な
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
が
活
性
化

【
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
】

（
前
年
度
予
算
額
１
，
１
２
６
百
万
円
）

平
成
２
８
年
度
予
定
額

７
９
５
百
万
円

※
H
２
３
～

H
２
７
は
「
学
び
を
通
じ
た
被
災
地
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
支
援
事
業
」

連
携
・
協
働

学
習
指
導
者
等

評
価
・
検
証
委
員
会

・
国
や
、
仮
設
住
宅
が
あ
る
地
方
公
共
団
体

に
設
置

【
内
容
】

・
被
災
地
に
お
け
る
課
題
解
決
に
向
け
て
の
、

明
確
な
目
標
設
定
や
効
果
測
定
、
事
業
の

評
価
・
検
証
を
実
施

・
学
習
支
援
等
の
指
導
や
補
助

・
学
習
指
導
者
、
学
習
サ
ポ
ー
タ
ー
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
等
と
し
て
参
画

・
学
習
支
援
等
に
関
わ
る
研
修
会
へ
の
参
画

・
被
災
地
の
課
題
に
応
え
る
学
習
支
援
等
を
企
画

・
学
校
・
地
域
と
の
連
絡
、
調
整

・
東
日
本
大
震
災
か
ら
４
年
が
経
過

・
こ
れ
ま
で
様
々
な
学
習
支
援
等
を
展
開
し
て
き
た
が
、
未
だ
仮
設
住
宅
等
に
お
け
る
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
地
域
等
の
中
に
は
、

学
習
環
境
が
好
転
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る

・
目
標
設
定
・
効
果
測
定
や
事
業
内
容
の
検
証
が
不
明
確
と
の
指
摘

現
状
と

課
題

連
携
・
協
働

（
学
習
支
援
の
場
）

仮
設
住
宅

学
校

公
民
館
、
図
書
館
等

社
会
教
育
施
設

集
会
所

検
証

子
供
た
ち
の
学
習
環
境
が
好
転
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 放課後児童健全育成事業

担当府省名
内閣府

（厚生労働省）

担当部署・連絡先

内閣府子ども・子育て本部

（雇用均等・児童家庭局総務課少子

化総合対策室）

03-5253-2111(内 38353)
03-5253-1111(内 7909)

NPO等による相談・
申請の際の連絡先

各市町村の放課後児童クラブ担当部署

予算額

（億円）

28年度

予算案額
982の内数

27年度

予算額
942の内数

本事業の対象地域・

対象者等
全国

NPO等による申請先 市町村

分類
○生活支援 

○教育・子育て 
事業の実施期間

事業の概要 保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童

に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適

切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る放課後児童ク

ラブの運営に必要な経費を補助。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

担当府省名 農林水産省

担当部署・連絡先
農村振興局農村計画地域振興課日本型直

接支払室
03-6744-2081

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
各都道府県の耕作放棄地対策協議会

予算額

（億円）

28年度

予算案額
2.3の内数

27年度

予算額
1.5※

本事業の対象地域・

対象者等
被災農家又は農業者等の組織する団体等

NPO等による申請先 地域耕作放棄地対策協議会

分類 ○雇用支援・産業支援 事業の実施期間 平成 30年度末まで

事業の概要 被災を免れた農地や避難先等において荒廃農地を活用し営農活動を

再開する被災農家又は農業者等の組織する団体等（NPO法人を含む）

の取組を支援。

その他 ※ 27年度予算額は、被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 海岸防災林再生等復興支援事業

担当府省名
復興庁

（農林水産省）

担当部署・連絡先
予算会計班

（林野庁 森林利用課）

03-5545-7370
（03-3502-8243）

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
林野庁森林利用課緑化推進班(03-3502-8243)

予算額

（億円）

28年度

予算案額
0.5

27年度

予算額
0.7

本事業の対象地域・

対象者等
民間団体

NPO等による申請先 林野庁

分類
○まちづくり

○山林、漁村等保全
事業の実施期間 平成 28年度末まで

事業の概要 東日本大震災により甚大な被害を受けた海岸防災林の再生について

は、防災意識の向上や地域の復興のシンボル的な活動となるよう、地

域住民の参加の下で、NPO や企業等の協力を得つつ、植栽や保育を

進めることとしており、こうした参加・協力を円滑に進め、将来の自

主的な保護管理につなげる取組を支援。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 森林環境保全直接支援事業

担当府省名 農林水産省

担当部署・連絡先 林野庁整備課 03-3502-8065

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
各都道府県の森林整備事業を担当する部署

予算額

（億円）

28年度

予算案額
264

27年度

予算額
256

本事業の対象地域・

対象者等

市町村長の認可を受けて森林所有者等と施業実施協定を締結

した NPO等

NPO等による申請先 都道府県

分類 ○山林、漁村等保全 事業の実施期間

事業の概要 集約化を図り、間伐やこれと一体となった森林作業道の整備、主伐後

の再造林等を支援。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 環境林整備事業

担当府省名 農林水産省

担当部署・連絡先 林野庁整備課 03-3502-8065

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
各都道府県の森林整備事業を担当する部署

予算額

（億円）

28年度

予算案額
26

27年度

予算額
27

本事業の対象地域・

対象者等

市町村長の認可を受けて森林所有者等と施業実施協定を締結

した NPO等

NPO等による申請先 都道府県

分類 ○山林、漁村等保全 事業の実施期間

事業の概要 森林所有者の自助努力によっては適切な整備が期待できない森林に

ついて、事業主体が森林所有者との協定に基づいて行う、広葉樹林化

や針広混交林化に向けた施業や鳥獣被害対策等を支援する（ただし、

林道の整備、保全松林緊急保護整備を除く）。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 農業用水保全の森づくり事業

担当府省名 農林水産省

担当部署・連絡先 林野庁整備課 03-3502-8065

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
各都道府県の森林整備事業を担当する部署

予算額

（億円）

28年度

予算案額

1,067の

内数

27年度

予算額

1,067の

内数

本事業の対象地域・

対象者等

市町村長の認可を受けて森林所有者等と施業実施協定を締結

した NPO等

NPO等による申請先 都道府県

分類 ○山林、漁村等保全 事業の実施期間

事業の概要 森林の整備及び保全に係る事業であって、貯水池等への良質な農業用

水の安定的な供給等を図るため、農業用水の水源地域において行うも

のを支援する（ただし、林道の整備を除く）。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 絆の森整備事業

担当府省名 農林水産省

担当部署・連絡先 林野庁整備課 03-3502-8065

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
各都道府県の森林整備事業を担当する部署

予算額

（億円）

28年度

予算案額

1,067の

内数

27年度

予算額

1,067の

内数

本事業の対象地域・

対象者等

市町村長の認可を受けて森林所有者等と施業実施協定を締結

した NPO等

NPO等による申請先 都道府県

分類 ○山林、漁村等保全 事業の実施期間

事業の概要 市民グループ（特定非営利活動法人等）等が森林所有者から受託して

森林経営計画等を作成し、又は、特定非営利活動法人等が森林所有者

等と施業実施協定を締結し、自ら森林の管理・整備を実施する事業を

支援する（ただし林道の整備を除く）。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 漁場保全の森づくり事業

担当府省名 農林水産省

担当部署・連絡先 林野庁整備課 03-3502-8065

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
各都道府県の森林整備事業を担当する部署

予算額

（億円）

28年度

予算案額

1,067の

内数

27年度

予算額

1,067の

内数

本事業の対象地域・

対象者等

市町村長の認可を受けて森林所有者等と施業実施協定を締結

した NPO等

NPO等による申請先 都道府県

分類 ○山林、漁村等保全 事業の実施期間

事業の概要 森林の整備及び保全に係る事業であって、森林による栄養塩類等の供

給や濁水の緩和等の漁場環境の保全効果を高めるために行うものを

支援する（ただし、林道の整備、保安施設事業を除く）。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 森林・山村多面的機能発揮対策

担当府省名 農林水産省

担当部署・連絡先 林野庁森林利用課 03-3502-0048

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
都道府県ごとに設置される地域協議会

予算額

（億円）

28年度

予算案額
25

27年度

予算額
25

本事業の対象地域・

対象者等
森林所有者、地域住民、自治会等で組織する活動組織

NPO等による申請先 都道府県ごとに設置される地域協議会

分類 ○山林、漁村等保全 事業の実施期間 平成 28年度末まで

事業の概要 森林の有する多面的機能を発揮させるため、地域住民が中心となった

民間協働組織が実施する、地域の森林の保全管理等の取組に対し、一

定の費用を国が支援。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 水産多面的機能発揮対策

担当府省名 農林水産省

担当部署・連絡先 水産庁計画課 03-3501-3082

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
水産庁計画課(03-3501-3082)

予算額

（億円）

28年度

予算案額
28の内数

27年度

予算額
28の内数

本事業の対象地域・

対象者等
漁業者、住民、NPO等で組織する活動組織

NPO等による申請先 都道府県ごとに設置される地域協議会

分類
○教育・子育て 

○山林・漁村等保全 
事業の実施期間 平成 32年度末まで

事業の概要 環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保など、漁

業者・住民・NPO 等が行う水産業・漁村の多面的機能発揮に資する

地域の活動を支援する。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 多様な主体による地方部の地域づくり活動支援体制構築事業

担当府省名 国土交通省

担当部署・連絡先 国土政策局地方振興課 03-5253-8404

NPO等による相談・

申請の際の連絡先

予算額

（億円）

28年度

予算案額
0.2 

27年度

予算額
0.2

本事業の対象地域・

対象者等

NPO、民間企業、地域金融機関等から構成される中間支援体

制

NPO等による申請先 国土交通省

分類
○まちづくり 

○雇用支援・産業支援 
事業の実施期間

事業の概要 地方中小都市を中心とした地方部の地域活性化を図るため、自然、歴

史、文化等の地域資源を活かした特産品開発、観光開発、移住の促進

等の地域づくり活動を生み育てるための多様な主体が連携した支援

体制の構築を支援する。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 生物多様性保全推進支援事業

担当府省名 環境省

担当部署・連絡先
自然環境局自然環境計画課生物多様

性施策推進室
03-5521-9108

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
環境省の各地方環境事務所

予算額

（億円）

28年度

予算案額
0.75

27年度

予算額
0.75

本事業の対象地域・

対象者等

地方公共団体の他、地域住民、土地所有者、NPO法人、民間

企業等で構成される協議会

NPO等による申請先 環境省の各地方環境事務所

分類 ○その他 事業の実施期間

事業の概要 地域における多様な主体の連携・協働を促進するため、地方公共団体

が含まれる地域生物多様性協議会による、地域の生物多様性保全・再

生活動の実施に係る費用の一部を支援する。
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復復興支援活動を行う NPO等が活用可能な政府の財政支援

事業名 地域活性化に向けた協働取組の加速化事業

担当府省名 環境省

担当部署・連絡先
総合環境政策局環境経済課民間活動

支援室
03-3406-5181

NPO等による相談・

申請の際の連絡先
地球環境パートナーシッププラザ

予算額

（億円）

28年度

予算案額
0.7

27年度

予算額
0.8

本事業の対象地域・

対象者等
自治体、企業、地域住民等と協働取組を行う NGO・NPO等

NPO等による申請先
環境省総合環境政策局環境経済課民間活動支援室 または

環境省各地方環境事務所

分類 ○その他 事業の実施期間

事業の概要 平成 23年 6月に全会一致で改正された「環境教育等促進法」が、平
成 25年 4月から本格実施されたことを受け、協働取組の充実が必要

とされている。一方、「経済財政運営と改革の基本方針」（H25.6.14

閣議決定）において、地域における課題解決や地域活性化の上で重要

な役割を果たしている NPO の活動、ソーシャルビジネス等を人材、

資金、信頼性向上の点から支援するため、中間支援組織の体制強化や

地域における協力・連携体制の整備等を促進することが明記されてい

る。このため、全国的な取組や地域毎の取組等、様々な主体間による

協働取組を促進することで、NPO 等の活動支援を行い、地域におけ

る課題解決や地域活性化等、地域力の強化に結び付ける。
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